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第１図によって，大都市圏の農地をめぐ

る土地制度を簡単に説明すると，「都市計

画法」上，まず，①「都市計画区域」と，

②「それ以外の区域」に分かれる。

また，都市計画区域は，「市街化区域」

と「市街化調整区域」に分かれる。市街化

区域は，おおむね10年以内に優先的かつ計

画的に市街化を図るべき区域であり，「都

市計画法」の枠内においては，市街化区域

の農地は流動化されるべき農地とされる。
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農家組合員の高齢化が進むなか，組合員

とJAとの取引関係の円滑な世代交代をは

かることは，組織基盤強化における焦眉の

課題である。

大都市圏においても，都市農業が新鮮な

農作物の生産，生活環境・景観，防災・避

災機能，さらにはやすらぎの場や子供の教

育の場の提供などの多面的役割・機能が評

価され，出来る限り営農が続けられること

は望ましいことである。

しかし，大都市圏においては，農業の継

続や都市農地の承継の難しさが増してい

る。大都市圏においては農地の転用需要が

高いことに加え，転用した場合の評価の価

値が極めて大きい。その結果，相続評価の

問題が生じる。確かに大都市圏においては

「生産緑地」制度という農業継続を支援す

る制度があるが，その適用条件は複雑であ

り，現状の土地制度のもとで農地承継には

難しさが残る。

以下では，大都市圏の農地をめぐる土

地制度と農地面積の動向を概観する。

大都市圏の農地動向について

52 - 568

１　大都市圏の農地を

めぐる土地制度

はじめに

は都市計画区域 

（都市計画法） 

市街化区域 

農業振興地域 

生産緑地 

農用地域 
（優良農地） 

市街化区域 
農地 

は農業振興地域 
は農地 

資料　JA総合研究所・丹理事研究員の説明をもとに農中総研
作成 

（注）　生産緑地は三大都市圏の特定市のみ地区設定が行われ
ている。それ以外の市町村には生産緑地地区は存在しない。 

第1図　大都市圏・特定市における土地制度（イメージ） 

（農業振興法） 

（三大都市圏の 
特定市のみ） 

市街化調整区域 
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そのため，農地の転用が届出制と簡便にな

っている。また，固定資産税は宅地並みに

課税されることとなっている。相続税の納

税猶予の特例は認められない。

その他の点でも，市街化区域内の農地は

基本的には税法（固定資産税，相続税）な

どのうえで宅地並みの扱いとなる。

しかし，上記の都市計画法の特例として

三大都市圏の特定市（東京都23区を含む）の

市街化区域内について「生産緑地」制度が

ある。生産緑地とは，①三大都市圏の特定

市の市街化区域内（都市計画法第７条第１

項の規定）にあり，②「生産緑地」地区と

して指定された区域内にある農地を指す。

大都市で農地承継をする場合，生産緑地

の指定を受けると，第１表のように，①固

定資産税・都市計画税は農地課税となり減

額されること，②相続税・贈与税の納税猶

予制度の適用が認められ，相続税の算定基

準となる評価額も減額されることなどのメ

リットがある。

しかし，その適用条件には，以下のよう

な厳しさが伴う。

すなわち，①市街化区域内の農地等であ
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ること，②生活環境機能及び公共施設等の

敷地の用に供する土地として適しているこ

と，③面積が500m
2以上の農地であること，

④農業の継続が可能であること，などであ

り，特に③の農地規模の条件を満たすこと

が大きなハードルになっていると思われる。

また，相続税についても，納税猶予期限

は農業承継者の死亡日までであり，もしも

次世代が農業を行わない場合は課税が発効

する。

さらに，相続税の納税猶予を受けていて，

何らかの理由でこれが打ち切られると，基

本的に猶予期間に対応した利子税を支払わ

なければならない。納税猶予の打ち切りに

伴う所有者の払うべき税金は，原則的には

「猶予税額＋利子税＋譲渡税」となる。こ

のような手続きの煩わしさなどから，生産

緑地の認可を受けることをためらう農家も

多いといわれる。

前述のような土地制度を踏まえ，第２表

によって近年の大都市圏の農地の動向を見

よう。

全体的な

市街化区域

内 の 農 地

は，前年比

△３％前後

の減少が続

いている。

特に，生産

評価 

農地課税 

税額の求め方 

出典　今仲清, 下地盛栄著『図解 都市農地の特例活用と相続対策』P.５３（（株）清文社発行） 

第1表　農地にかかる固定資産税 

農地の区分 生産緑地である農地及び 
市街化区域農地以外の農地 

農地評価 

農地課税 

AまたはBのいずれか少ない額 

A：価額×税率 

B：前年度の課税標準額×負担 
調整率×税率 

特定市市街化区域農地 

宅地並み評価 

宅地並み課税 

AまたはBのいずれか少ない額 

A：価額×1/3×当該年度の 
軽減率×税率 

B：前年度の課税標準額×負担 
調整率×税率 

市街化区域農地 
（特定市以外） 

宅地並み評価 

農地に準じた課税 

同左 

２　大都市圏の農地面積の動向
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緑地を除いた市街化区域内農地（以下「非

生産緑地」という）の面積は，近年，前年

比△４％～△５％のかなり速いペースで減

少している。一方，生産緑地の減少ペース

は非生産緑地に比べれば緩やかである。し

たがって，特定市の市街化区域内の農地に

おいて，生産緑地の占める割合が上昇して

いる。とはいえ，生産緑地も前年比△１％

前後の減少が見られる。

「線引き」の変更により新たに市街化調

整区域から市街化区域に編入された農地も

あるとみられ，全体としての市街化区域内

農地の変動には不確定なところもあるが，

大都市圏・特定市の市街化区域内の農地は

毎年1,000ha前後減少している。

なお，06年については，静岡市の政令指

定都市への移行に
（注）

伴い，三大都市圏特定市

の市街化区域内農地のデータに，生産緑地

が44ha，非生産緑地が664ha算入された。

この要因を除いたベースでは，生産緑地は

前年比△0.6％の減少，非生産緑地は同△
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5 .6％の減少，合

計して前年比△

3.2％，986haの減

少となっており，

減少ペースは依然

衰えていないこと

が分かる。

以上のような大

都市圏・特定市の

市街化区域内農地

の減少が即，土地

売却を意味するわけではないが，転用等に

伴い農業生産から離れる可能性は大きい。

このデータは農家組合員の高齢化が進行す

るなか，JAの組織・事業基盤の維持・強

化の観点から留意すべき数字と思われる。

（注）静岡市は05年４月に政令指定都市に移行した
が，生産緑地地区変更などにより，今後，面積
は相当規模で変化する可能性がある。なお，浜
松市は07年４月に移行したが本データには入っ
ていない。

以上のように，大都市圏の農地減少が相

当なペースで進んでいるが，その一方，都

市の農地・農業の多面的機能は地域生活者

から評価を受けてきた。

第３表の05年に東京都が行った「東京の

農業」というアンケート調査（回答者486人，

回答率97.2％）によれば，「東京に農業や農

地を残したい」との回答が全体の81.1％に

のぼる。その評価理由として，「自然環境

の保全に役立つから」（60.9％），「生活に潤

（単位　ha，％） 

１５，３７８  

１５，３１６  

１５，１８３  

１５，０１２  

１４，８７８  

１４，６９０  

１４，６５３  
（１４，６０９） 

２０００年 

０１　 

０２　 

０３　 

０４　 

０５　 

０６　 

資料　国土交通省「土地白書」「都市計画年報」, 総務省「固定資産の価格等の概要調書」より農中総
研作成       

（注）　（　）内は０６年から算入された静岡市を除いたベース。 

第2表　三大都市圏特定市の市街化区域内の農地面積の推移 

△０．７  

△０．４  

△０．９  

△１．１  

△０．９  

△１．３  

△０．３  
（△０．６） 

生産緑地 

前年比 

２０，６０２  

１９，６３９  

１８，７９５  

１７，９４７  

１７，１１５  

１６，２６７  

１６，０２６  
（１５，３６２） 

△３．８  

△４．７  

△４．３  

△４．５  

△４．６  

△５．０  

△１．５  
（△５．６） 

生産緑地を 
除いた市街 
化区域農地 前年比 

３５，９８０  

３４，９５５  

３３，９７８  

３２，９５９  

３１，９９３  

３０，９５７  

３０，６７９  
（２９，９７１） 

△２．５  

△２．８  

△２．８  

△３．０  

△２．９  

△３．２  

△０．９  
（△３．２） 

　市街化区域内 
の農地面積 
　＝　＋　 前年比 

△９２４  

△１，０２５  

△９７７  

△１，０１９  

△９６６  

△１，０３６  

△２７８  
（△９８６） 

　の　 
前年差 

１ ○ ２ ○ ３ ○ 

３ ○ １ ○ 

２ ○ 
３ ○ １ ○ ２ ○ 

３　都市農地の多面的機能の評価
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市民農園の開設主体は，主に地方公共

団体，農業協同組合で合わせて全体の９

割ほどあるが，近年農業者の割合が高ま

っており，農業者による積極的な取組み

が期待できる。

また，市民農園を開設していない場合

でも，農場の作物に作物名を記した名札

を設置したり，消費者が自分で農産物を

収穫するといった販売方法で住民と交流

を図っている例が多い。

大都市圏の都市農地のトータルな価値が

理解されたうえで，組合員の農地保有が農

業生産の収益性と見合う税負担のもとで継

続されることが望まれる。

系統組織はこれまでも政策支援を得るべ

く活動を行ってきたが，その重要性はます

ます高まっていこう。それとともに，組合

員とのパートナーシップ（共存共栄）の関

係強化という点から，農地を含めた資産管

理ニーズにどのように対応していくかは引

き続き重要である。日常的な不動産管理の

受託，遺言信託を活用した相続サポート，

重要な資産である土地を売却した場合にお

けるJA貯金を中心とする受け皿，さらに，

万が一の相続税納付に備えた安定的な金融

資産運用など，総合的に対応していく態勢

が求められていると思われる。

（調査第二部

副部長　渡部喜智・わたなべのぶとも

主事研究員　田口さつき・たぐちさつき）

いや安らぎをもたらすから」（48.2％），「食

育等子どもの教育上必要だから」（48.0％），

「新鮮で安全な農産物を供給しているから」

（42.4％）などの回答が多い。

このアンケート結果を見ても，大都市圏

の市街化区域は都市化を進め，農業は農業

振興地域等のそれ以外の地域に集中化させ

ようとする単純な２分論を多くの地域生活

者は決して望んでいないことがわかる。

都市農地・農業の多面的機能を評価する

動きとして，地域生活者の農業体験ニーズ

を満たすための「市民農園」とよばれる農

地利用の広がりがある。農林水産省による

と，06年３月末現在で，全国に3,124か所

の市民農園があり，その７割強にあたる

2,373農園は都市的地域に存在する。

この市民農園では，農地を提供するだけ

でなく，農作物の栽培指導や収穫祭等の開

催といった農業に関連する様々なサービス

も提供される場合が多い。そして，市民農

園という場で，農業生産に加えて，地域生

活者同士の交流や食育などを促進している。

（単位　％） 

自然環境の保全に役立つから 

生活に潤いや安らぎをもたらすから 

食育等子どもの教育上必要だから 

新鮮で安全な農産物を供給しているから 

伝統文化の継承や地域社会の活性化につながるから 

農業への関心が呼び起こされるから 

災害時の非難場所などの防災上の役割があるから 

景観がよいから 

農業者とのコミュニケーションが取りやすいから 

その他 

出典　東京都生活文化局「東京の農業」（０５年１１月） 

第3表　農業・農地を残したい理由（３つまで選択） 

６０．９ 

４８．２ 

４８．０ 

４２．４ 

２５．９ 

２２．８ 

２１．６ 

７．９ 

４．６ 

６．９ 

割合 理由項目 

おわりに


